
インボイス制度、改正電子帳簿保存
法の運用開始まで残り1年をきり、既
に対応を済ませた企業や、いままさに
対応中の企業、これから対応を行う企
業等さまざまな状況下におかれている
と思われます。このインボイス制度、改
正電子帳簿保存法に関してシステムイ
ンテグレーターから見た宴会業務に携
わる部分での対応状況、課題を整理し
てみました。

インボイス制度

消費税の仕入税額控除の方式として
インボイス制度が2023年10月1日より
開始されます。インボイス制度が始まる
と、消費税の課税事業者は適格請求書
（インボイス）を適切に交付・保存する
ことが求められます。適格請求書（イ
ンボイス）を発行できるのは、「適格請
求書発行事業者」の登録申請し登録
を受けた事業者に限られます。
多くの企業・個人事業主はこの仕入
税額控除のメリットを受けることになる
ので消費税の課税事業者は必然的に
「適格請求書発行事業者」に登録申請
し、「適格請求書発行事業者」になる

ものと思われます。仕入税額控除は「消
費税を算出する際に課税売上の消費
税額から課税仕入れの消費税額を差
し引き納付する制度」なので仕入にか
かる消費税額を控除する仕組みである
ことから仕入先の取引相手も「適格請
求書発行事業者」である事が求められ
ます。
宴会・婚礼業務においては、手配に
おいて多種多様な事業者とかかわる事
から免税事業者との取引も含まれてい
ると思います。仕入税額控除をうける
には相手側も「適格請求書発行事業
者」である必要があることから仕入事
業者の「適格請求書発行事業者」登
録状況による納付計算や、免税事業者
間との価格の見直しを含む交渉も課題
の一つではないでしょうか。

適格請求書（インボイス）の記載要
件ついては、以下の9条件を満たす必
要があります。
①適格請求書発行事業者の
　氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額

⑤請求書受領者の氏名または名称
⑥軽減税率の対象である旨の表記
　※マークなど、商品に軽減税率が
　　適用されていることがわかる印を
　　つけること
⑦適格請求書発行事業者の登録番号
　※適格請求書発行事業者へ
　　登録申請し認められた番号
⑧税率ごとに区分して合計した
　税込対価の額
⑨税率ごとに区分した消費税額等
　※税率ごとに1回の端数処理

一般的な業務システムを利用してい
る場合は、①～⑤については記載され
ている事がほとんどで、⑥の軽減税率
対象判定についても軽減税率制度が
スタートした2019年秋には対応されて
いる事だと思われます。⑦適格請求書
発行事業者の登録番号の記載につい
ては、番号を記載するだけなので容易
に対応が可能で、残りの⑧、⑨が課題
となっているのではないでしょうか。

税率ごとに区分して合計した税込対
価の額と、税率ごとに区分した消費税
額の記載のルールに則ればよいので
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すが、宴会・婚礼業務においては、標
準税率対象の商品や、軽減税率対象
商品、キャンセル料などの不課税商品
や、立替金などの課税対象外商品な
ど様々な商品構成から構成されており、
それらに対応した書式対応が必要に
なってきます。
この書式対応以外にも下記事項に
ついても確認しておく必用があると思
われます。
・立替金など他事業者、
　領収書・明細書の添付運用確認
・経理システムとの連携の場合
　仕訳の確認
・明細単価が税別の場合
　税込明細採用への検討

改正電子帳簿保存法
（電子データ保存）

電子取引の請求書、見積書、納品書、
注文書、領収書など紙保存が廃止にな
り、電子データを一定の要件を満たし
た形で保存することが必要とされてい
ます。
電子取引とはメールや、インターネッ
ト上で上記書類をやりとした場合が対
象になり、送付以外にも先方から送ら
れてきた場合も対象になります。イン
ターネット通販、クラウドサービス（マ
イページ）、ドキュメント共有サービス、
受発注システムなども電子取引に該当

します。保存についても例えば「メール
をそのまま自身のメールボックスに削除
しないで置いておく」や、「共有フォル
ダにそのまま保存」というわけではなく、
一定の条件で検索できる事や、データ
が改変されないことを担保できる取り
組みを行うなどの要件を満たす必要が
あります。
また、見積書や、発注書など何度か
変更を繰り返し、やり取りを行うような
データについては、それぞれ個別に管
理する事を求めているのではなく、最
終的にやりとりした確定データのみ保
存する事が可能になっているので、対
象データの見直しや、管理方法も問わ
れます。

宴会・婚礼業務では次のような電子
取引が存在するのではないでしょうか。
・ホテル担当者と客先間での見積書、
　請求書、領収書のやりとり
・ホテル担当者と取引先（テナント含む）
　での注文書、請求書のやりとり
メールでのやりとり、ドキュメント
サービス経由でのリンク連携、クラウド
サービス経由でのやりとりや、Webサ
イト経由でのやりとりなど、印刷して渡
す方式以外については電子取引に該当
します。また、ホテル担当者が利用す
るシステムについても部門単位でさま
ざまなので、作成元のシステムがデー
タ管理機能を取り揃えていたとしても、

受け取ったデータについても管理が必
要になり「一定の条件で検索できる事
や、データが改変されないことを担保
できる取り組みを行うなどの要件を満
たす事や、可視性の確保する事」が求
められていることからも一定規模の事
業主はなんらかの専用システムや、クラ
ウドサービスで運用する事になるので
はないでしょうか。

いずれにしても運用側での理解と周
知が求められ、自社でどんな取引が行
われているのか、どんな方法でやり取
りをおこなっているのか一つ一つ該当
するものがないか洗い出しを行い、ど
のように対応していくかを決めていく
事が重要になってきます。

宴会システム、購買システム、クラウ
ドサービス運営を行っている弊社が対
応できる事としては、それぞれのシス
テムで、データの検索や、データ改変
が出来ない仕組み、変更履歴が残る
機能など、従来から進めてきた機能を
より拡張させていくことが肝要となり
ます。
また、パッケージシステムベンダーと
して、今後の法改正への対応はもちろ
んDX化が進められている昨今の状況
を鑑み、他のサービスを取り入れなが
ら業界に貢献できるシステムでありつ
づけたいと思います。
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